
○神戸市福祉ホームの設備及び運営に関する基準等を定める条例  

平成 24年 12月 21日  

条例第 54号  

（趣旨）  

第１条  この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための

法律（平成 17年法律第 123号。以下「法」という。）第 80条第１項の規定等に基

づき、福祉ホームの設備及び運営に関する基準等について定めるものとする。  

（福祉ホームに配置する従業者及びその員数に関する基準）  

第２条  法第 80条第１項に規定する条例で定める基準（同条第２項第１号に係る

ものに限る。）は、次条に定めるもののほか、障害者の日常生活及び社会生活

を総合的に支援するための法律に基づく福祉ホームの設備及び運営に関する基

準（平成 18年厚生労働省令第 176号。以下「基準省令」という。）第１条第１号

に定める基準に定めるところによる。  

（管理人に関する基準）  

第３条  基準省令第 10条第１項の規定に基づき置かれる管理人は、暴力団員等（暴

力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77号）第２条

第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は暴力団員でなく

なった日から５年を経過しない者をいう。第 11条において同じ。）であっては

ならない。  

（福祉ホームに係る居室の床面積に関する基準）  

第４条  法第 80条第１項に規定する条例で定める基準（同条第２項第２号に係る

ものに限る。）は、基準省令第１条第２号に定める基準に定めるところによる。  

（福祉ホームの運営に関する事項であって、障害者等の安全の確保及び秘密の

保持に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるものに関する基準）  

第５条  法第 80条第１項に規定する条例で定める基準（同条第２項第３号に係る

ものに限る。）は、基準省令第１条第３号に定める基準に定めるところによる。  

（福祉ホームに係る利用定員に関する基準）  

第６条  法第 80条第１項に規定する条例で定める基準（同条第２項第４号に係る

ものに限る。）は、基準省令第１条第４号に定める基準に定めるところによる。  



（法第 80条第２項各号に掲げる事項以外の事項に関する基準）  

第７条  法第 80条第１項に規定する条例で定める基準（同条第２項各号に掲げる

事項以外の事項に係るものに限る。）は、第９条及び第 10条に定めるもののほ

か、基準省令第１条第５号に定める基準に定めるところによる。  

第８条  削除  

（事業再開時の事前協議）  

第９条  福祉ホームの設置者は、休止した当該福祉ホームを再開しようとすると

きは、その再開の前に市長と協議を行うよう努めなければならない。  

（利用者の計画的な受入れ）  

第 10条  福祉ホームの設置者は、利用者の計画的な受入れに努めるとともに、日々

のサービスの提供に必要となる職員の配置に努めなければならない。  

（福祉ホームの設置者の資格要件）  

第 11条  福祉ホームの設置者は、暴力団員等がその事業活動を支配するものであ

ってはならない。  

附  則  

（施行期日）  

１  この条例は、平成 25年４月１日から施行する。  

（基準省令の附則等により特例が定められている場合の取扱い）  

２  次に掲げる規定（以下「附則特例規定」という。）において基準省令の規定

の特例が定められている場合においては、この条例の規定の適用により適用さ

れることとなる基準省令の規定について、附則特例規定を準用する。ただし、

この条例に別段の定めがある場合は、この限りでない。  

(１ ) 基準省令の附則の規定  

(２ ) 基準省令の一部を改正する内容を含む厚生労働省令その他の省令の附則

の規定  

附  則（平成 25年３月 29日条例第 81号）  

この条例は、平成 25年４月１日から施行する。  

附  則（令和６年３月 29日条例第 55号）  

この条例は、令和６年４月１日から施行する。  



 


